
〈議会広報委員会〉

前列左から小林義典委員、松井圭子委員長、
　　　　　堀田繁樹副委員長、細川ゆかり委員
後列左から赤祖父裕美委員、上野顕介委員、松原栄樹議長

【４月】

【５月】

【６月】

  ２日―公立甲賀病院組合臨時会
  ３日―議会広報委員会
10日―議会広報委員会
12日―議員全員協議会
    　　庁舎整備特別委員会
16日―総務常任委員会
    　　議会改革推進特別委員会
17日―議会運営委員会
    　　議会広報委員会
  ９日―福祉教育常任委員会
    　　産業経済常任委員会
10日―総務常任委員会
16日―議員全員協議会
    　　庁舎整備特別委員会行政視察（伊賀市）
21日―高校生と語る「POLITICALワークショップ」開催
  ３日―議員全員協議会
  ５日―議会運営委員会
    　　議会広報委員会
    　　予算常任委員会
  ７日―議員全員協議会
    　　本会議［定例会（１日目）］
    　　総務常任委員会
14日―議会改革推進特別委員会
18日―本会議［定例会（２日目）］
    　　総務常任委員会
19日―本会議［定例会（３日目）］
    　　議会運営委員会
    　　議員全員協議会
20日―本会議［定例会（４日目）］
    　　予算常任委員会
    　　総務常任委員会
21日―総務常任委員会
    　　福祉教育常任委員会
    　　産業経済常任委員会
27日―決算常任委員会
    　　議会運営委員会
    　　議員全員協議会
    　　本会議［定例会（５日目）］
    　　議会運営委員会
    　　議員全員協議会
    　　庁舎整備特別委員会
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議員活動に対して表彰状贈呈

開会 9月4日（水） 閉会 10月1日（火）
令和元年９月議会定例会の〈仮日程〉をお知らせします

 9月 4日（水） ■本会議　提案説明

 9月11日（水） ■本会議　一般質問

 9月12日（木） ■本会議　一般質問

 9月13日（金） ■本会議　議案質疑

  　  　 　　●委員会

 9月17日（火）●委員会

 9月18日（水）●委員会

 9月19日（木）●委員会

 9月20日（金）●委員会

 9月24日（火）●委員会

 9月25日（水）●委員会

10月 1日（火）■本会議

  　  　 　　　 委員長報告、

議案質疑

本会議は一般に公開され、どな
たでも傍聴できます。市民の代表
である市議会議員の活動や市政
の方針などを、直接議場にてお確
かめください。

◇傍聴席では…
議場は、市政全般にわたる重要な事項を決定する場です。

係員（議会事務局職員）の指示に従って、静粛に傍聴するこ
とになっています。

◇傍聴の申し込みは…
会議が開かれる当日に来ていただき、「議会傍聴受付書」

に住所・氏名を記入してください。座席数に限りがありま
すので、団体での傍聴は、前もって議事課へご連絡ください。

※�事情により日程が変更になることがあります。詳しくは、９月上旬に
議事課☎0748-71-2347へお問い合わせください。
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